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【市民啓発】新型コロナウイルス感染症に関する 

人権への配慮について 
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丹波篠山市ホームページ 

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について 

更新日：2020年 05月 11日 

新型コロナウイルス感染症の感染が国内で拡大し、緊急事態宣言も延長されています。丹波篠山

市内においては感染した方がおられませんが、今後も予断を許しません。 

そうした中、全国的に感染した方や家族、感染症の対応をされている医療関係者やその家族、ま

た、中国から帰国された方や外国籍の方に対して、誤った情報に基づく不当な差別や偏見、排除、

いじめ、SNSでの誹謗中傷などが起きています。 

また、他の自治体では、最近、県外ナンバー車の利用者への誹謗・中傷や煽り運転等が問題にな

っています。 

社会基盤を支える物流やその他の仕事で移動される方、通院や家庭の事情で運転される方、新年

度からの転勤など様々な事情で、やむを得ず県外ナンバーのまま在住されている方もおられます。

県外ナンバー車の利用者への誹謗・中傷、嫌がらせ行為は許されるものではありません。 

日本赤十字社では、「新型コロナウイルスの 3 つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るた

めに～」と題し、「3つの感染症」について啓発されています。 

第 1の感染症は「病気そのもの」、第 2の感染症は「不安と恐れ」、第 3の感染症は「嫌悪・偏見・

差別」と指摘されています。詳しくは、下記の日本赤十字社のホームページをご覧ください（外

部リンク）。わかりやすく解説されています。 

いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、いじめ等は許されるものではありません。不確か

な情報に惑わされず、国、県及び本市ホームページや広報誌などで正しい情報をご確認いただき、

冷静な行動を取りましょう。 

法務省の人権擁護機関では、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談を受け付け

ています。 

つらい思いをされたり、不安を感じたらひとりで悩まず相談してください。また、身近な人から

相談を受けたら、相談窓口があることを伝えてあげてください。 
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丹波篠山市ホームページ 

「恐れるべきは人ではなくウイルスです」～確かな情報で、冷静な行

動を～ 

更新日：2020年 08月 04日 

新型コロナウイルス感染症の拡大が続くなか、感染した方とその家族、関係者、医療従事者な

どに対する根拠不明のうわさやデマ、誹謗中傷が、うわさ話やインターネット、SNS などを

通して広がっています。 

未知なウイルスや感染症に不安や恐れをもつことは人間の「本能」です。しかし、不安や恐れ

が特定の人、地域、職業に向き、負のレッテルを貼って排除する心理は偏見・差別を招きます。

ウイルス以上に恐ろしいことです。 

一方で私たちには「自分の言動で人を傷つけたくない」という「理性」や「良心」があります。

「本能」と「理性」「良心」は表裏の関係で、私たちの心の中に競合しながら住みついていま

す。 

この二つを意識し、不安や恐れを人に向けると人を傷つけてしまう、そんな人間になりたくな

い、差別をしたくない、拡散してはいけないという「理性」「良心」の方へ自分の心や行動を

コントロールすることは可能です。 

市民のみなさん、一人一人の命と人権を守るために次のことに心がけましょう。 

 うわさやデマをうのみにせず、国・県・市からの「確かな情報」で対応しましょう。 

 偏見や差別的な言動に同調しないようにしましょう。 

 感染が拡大しないように頑張っている「治療を受けている人とその家族」、「小さな子ども

のいる家庭」、「高齢者」をいたわり、すべての人にやさしさと思いやりの心を持ちましょ

う。 

 大変な中で仕事をされている「医療従事者」、「社会を支えている人」などに感謝の気持ち

をもつなど敬意を払いましょう。 

 子どもたちは大人の姿を常に見ているということを意識しましょう。 


